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Ⅰ 食物アレルギーに関する基礎知識 

１ アレルギー疾患とは  

アレルギーとは、本来人間の体にとって有益な反応である免疫反応が、逆に体にとって好

ましくない反応を引き起こすことである。  

子どもの代表的なアレルギー疾患は、食物アレルギー、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、

アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎などがある。これらの疾患のメカニズムには共通し

ているところが多く、反応の起きている場所の違いが疾患の違いになっていると考えるこ

とができる。このことから、いくつかのアレルギー疾患を合併している子どもが多いことに

も注意が必要である。  

アレルギー疾患になりやすいかどうかは、主に IｇE 抗体（免疫グロブリンの一種）をた

くさんつくりやすい体質であるかと、免疫反応が頻繁に引き起こされるようなアレルゲン

にさらされることの多い生活環境や生活習慣が関係している。 

 

２ 食物アレルギーとは  

（１）食物アレルギーの定義 

特定の食物を摂取することによって、生体（皮膚、粘膜、呼吸器、消化器、全身性など）

に生じるアレルギー反応のことをいう。 

 

（２）アナフィラキシー 

アレルギー反応により、じんましんなどの皮膚症状、腹痛やおう吐などの消化器症状、

呼吸困難などの呼吸器症状が複数同時にかつ急激に出現した状態をアナフィラキシーと

言う。その中でも、血圧が低下して意識の低下や脱力を起こすような場合を、特にアナフ

ィラキシーショックと呼び、直ちに対応しないと生命にかかわる重篤な状態であること

を意味する。 

 

（３）食物アレルギーの各病型の特徴 

■即時型食物アレルギー  

食物アレルギーの最も典型的な病型である。原因食物を食べて２時間以内に症状が

出現し、その症状はじんましんのような軽い症状から生命の危険も伴うアナフィラキ

シーショックに進行するものまでさまざまである。  

 

■口腔アレルギー症候群  

花粉―食物アレルギー症候群のことが多く、花粉にアレルギーのある子どもが、花粉

抗原と構造が似た物質を含む生の果物や野菜を食べたときに、食後５分以内に口腔内

の症状（のどのかゆみ、ヒリヒリする、イガイガする、腫れぼったいなど）が出現する

（交差反応）。多くは局所の症状だけで回復に向かうが、全身的な症状に進行する場合

もあるため注意が必要である。
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■食物依存性運動誘発アナフィラキシー  

特定の食物を食べた後、運動することによってアナフィラキシー症状を起こす。原因

食物としては小麦や甲殻類が多く、発症した場合にはじんましんから始まり、呼吸困難

やショック症状のような重篤な症状に至ることがあるため注意が必要である。原因食

物の摂取と運動の組み合わせで発症するため、食べただけ、運動しただけでは症状は起

こらない。 

 

日本学校保健会「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（令和元年度改訂）より一部改変 

 

３ 加工食品等のアレルギー表示について  

症例数が多い、または重篤度の高い８品目の食品は、特定原材料と呼ばれ表示が義務付け

られている。また、義務表示ではないが、特定原材料に準ずるものとして表示が推奨されて

いる食品は２０品目ある。  

 

特定原材料（８品目） えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生 

特定原材料に準ずるもの 

（２０品目） 

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、 

カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 

さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、 

もも、やまいも、りんご、ゼラチン      

 消費者庁ホームページ「食物アレルギー表示に関する情報」より 
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Ⅱ 袖ケ浦市学校給食における食物アレルギーの対応 

１ 基本方針 

・食物アレルギーを有する児童生徒にも給食を提供する。そのためにも、安全性を最優先と

する。 

・食物アレルギーがあり、学校生活での配慮が必要な児童生徒については、「学校生活管理

指導表【様式４】」の提出を必須とする。 

・市に学校給食食物アレルギー対応検討委員会を、校内に食物アレルギー対応委員会を設置

し、組織的に対応する。 

・安全性確保のため、学校給食では原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則

とする。 

・給食施設の設備、人員等を鑑み、安全性が確保できない対応は行わない。 

・本マニュアルは下記の指針を準用し、本市で対応可能なものに限定する。 

文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針」（平成２７年３月策定）  

日本学校保健会「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（令和元年度改訂） 

千葉県教育委員会「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」（令和６年３月改訂） 

 

２ 袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員会 

 教育部長を委員長とし、関係者で組織する食物アレルギー対応検討委員会を市に設置す

る。委員会では市内小中学校における児童生徒の食物アレルギーに関する情報を集約し、

様々な対応について協議、検討する。 

また、「袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応マニュアル」に関する協議、検討を行う。 

 

（１）主な役割 

委員会は、次に掲げる所掌事項について協議及び検討を行う。 

・食物アレルギーを持つ児童生徒に対する学校給食の適切な対応方針に関すること 

・食物アレルギー対応マニュアルに関すること 

・その他、食物アレルギーに関し必要な事項 

 

（２）構成員 

医師、教育部長、袖ケ浦市立小中学校長代表、袖ケ浦市立小中学校養護教諭代表、学校

教育課長、同指導主事、学校給食センター所長、同栄養士 

 

（３）開催時期 

必要に応じ、委員長が招集する。 
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３ 食物アレルギー対応について 

（１） 学校給食における対応 

① 使用食品について 

学校給食では加工食品等に表示が義務、または推奨されている２８品目のうち、食物

アレルギー症状が重篤になりやすい、または給食での使用頻度は低いが、児童生徒の原

因食物として申請数の多い以下の食品を加工食品の原材料を含め使用しない。（コンタミ

ネーションを除く。） 

※献立システムの都合上、「食物アレルギー用詳細献立表【様式９】」へは品目の記載

がされるが、給食としての提供は行わない。 

 

 

 

② 微量混入（コンタミネーション）について 

学校給食では微量混入（コンタミネーション）への対応はしない。 

（例）加工食品の注意喚起表示、食器・調理器具の共用、揚げ油の共用（再使用を含む）、 

調理中の飛散等 

   

③ 調味料、だし、添加物等について 

以下の食品については食物アレルギーを有していても除去の必要がないとされている

食品であるため、給食対応の対象外とする。 

なお、以下の食品において除去対応が必要な場合は給食対応が困難と判断されるため、

完全（一食分）弁当対応を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対応の種類 

  学校給食の提供における食物アレルギー対応には、対応段階（レベル１からレベル４）

があるが、本市における食物アレルギー対応はレベル３までとする。レベル４の代替食は

実施しない。 

学校給食で使用しない食品（４品目） 

くるみ、そば、落花生、いくら 

原因食物 除去する必要がない調味料・だし・添加物等 

鶏卵 卵殻カルシウム 

牛乳 乳糖・乳清焼成カルシウム 

小麦 しょうゆ・酢・みそ 

大豆 大豆油・しょうゆ・みそ 

ごま ごま油 

魚類 かつおだし・いりこだし・魚醤 

肉類 エキス 
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レベル１ 詳細な献立表対応 

・給食に含まれるアレルゲンの有無を示した「食物アレルギー用詳細献立表【様式９】」

を申請のあった家庭に配付し、それを基に原因食物を含む料理を取り除いて喫食する。 

・詳細な献立表の配付は学校給食対応の基本であり、レベル２以上の対応でも提供する。

（レベル３では卵、乳、卵と乳の有無をパターンごとに示した「除去食献立表【様式１

０】」を配付し、必要に応じて「食物アレルギー用詳細献立表【様式９】」を配付する。） 

 

レベル２ 弁当対応 

・「食物アレルギー用詳細献立表【様式９】」を基に原因食物を含む料理を取り除いた際、

栄養が不足すると見込まれる場合に家庭から一部、もしくは完全（一食分）弁当を持参

する。 

・食物アレルギーの原因食物が多岐にわたる場合、症状が重度である場合、給食対応が困

難と判断される場合には、家庭から完全（一食分）弁当を持参する。 

  

レベル３ 除去食対応 

除去食対応を行う食品は、現在の施設で調理作業上除去が可能な卵と乳の２品目とす

る。通常の給食（以下、通常給食）から卵と乳を完全に除去した給食を毎食提供する。

除去後の献立パターンは以下とおりとなる。 

   

＜献立パターン＞ 

  ① 卵のみを除去した献立 

   ② 乳のみを除去した献立 

   ③ 卵と乳を除去した献立 

 

※食物アレルギーを有する児童生徒の増加傾向が見受けられる中、学校における対応総

人数の増加、重度のアナフィラキシーの症状を示すケース、微量混入（コンタミネーシ

ョン）による症状を示すケースなどにおいては、児童生徒への安全安心な給食の提供を

第一と考え、食物アレルギー対応における除去食対応を困難と判断する場合もある。 

 

レベル４ 代替食対応 

申請のあった原因食物を含む料理を学校給食から除き、除かれることによって失われ

る栄養価を別の食品を用いて補って提供する。※本市では代替食対応は実施しない。 

 

（３）対応の範囲 

  学校給食は集団給食の限られた設備、人員で実施しているため、対応範囲については必

ずしも保護者の希望に沿うものとは限らず、個別の取り組み内容は年度ごとに協議、検討

する。 
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（４）給食費について 

 給食費については通常の金額を支払うものとする。ただし、以下の場合には給食費の金

額が変更される。 

 

① 乳アレルギー以外のアレルギーを持ち、給食を喫食しないが飲用牛乳の提供のみ希

望する場合 

「学校生活管理指導表【様式４】」または医師の診断書と申込書（任意様式）の提出に

より、市教育委員会の認定を受けた場合は飲用牛乳のみ提供することができる。この場

合、給食費は飲用牛乳代金分のみ支払うものとする。 

 

② 乳アレルギーを持ち、飲用牛乳の停止を希望する場合 

「学校生活管理指導表【様式４】」または医師の診断書と申込書（任意様式）の提出に

より、市教育委員会の認定を受けた場合は飲用牛乳のみ停止することができる。この場

合、給食費は飲用牛乳代金分を除いた金額を支払うものとする。 

ただし、乳除去食の申請者については申込書の提出は不要とする。 
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Ⅲ 学校における対応 

１ 校内食物アレルギー対応委員会 

 校長を責任者とし、関係者で組織する食物アレルギー対応委員会を校内に設置する。委員

会では、校内の児童生徒の食物アレルギーに関する情報を集約し、様々な対応を協議、検討

する。また、校内危機管理体制を構築し、関係機関との連携や具体的な対応訓練、校内外の

研修について企画、実施、参加を促す。 

 

（１）主な役割 

・児童生徒の食物アレルギーに関する情報の把握 

・児童生徒の健康管理や給食対応等についての検討 

・保護者との面談の実施 

・「面談記録票及び個別対応票【様式５】」の作成 

・「校内食物アレルギー対応委員会報告書【様式６】」の作成 

・個別対応に関する情報の全教職員への共有 

・取り組みの評価、検討、個別対応票の改善 

・校内外の支援体制や救急体制の整備 

・関係機関との連携 

・全教職員を対象に対応訓練や校内外の研修を企画・実施 

 

（２）構成員 

（例）校長（委員長）、教頭、教務主任、保健主事、学級担任、養護教諭、給食主任、 

その他校長が指名した者 

※必要に応じて、学校医、学校教育課担当者、学校給食センター栄養士、関係保護者

等が出席する。 

 

（３）開催時期 

・年度初めや次年度対応に向けた時期に開催する。 

・食物アレルギーにより、給食等の対応が必要な場合は入学前に開催する。 

・食物アレルギー疾患の児童生徒が判明した際や緊急を要する場合、即時開催する。 

・宿泊を伴う行事の前は、必要に応じて開催する。 
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２ 学校関係職員等の役割 （例） 

校長 ・教職員の共通理解がもてるよう、「袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対

応マニュアル」に基づき、関係教職員と話し合い、校内の対応方針を決

定する。 

・学校と保護者の個別面談の場を設ける。 

・校内食物アレルギー対応委員会を設置する。 

・校内体制を整備し、緊急時を含めた役割分担を明確にする。 

学級担任 ・保護者からの申し出を校長はじめ関係教職員に報告する。 

・食物アレルギーを持つ児童生徒の実態や個別対応の内容、緊急時の対応

等について把握する。 

・個別面談に出席し、原因食物や症状、家庭での対応状況を把握し、養護

教諭、栄養教諭・栄養士と対応内容について共通理解を図るとともに、

緊急時の体制を保護者に確認する。 

・給食時間は決められた確認作業を確実に行い、必要に応じて「食物アレ

ルギー用詳細献立表【様式９】」を教室内に掲示するなどして誤食等の

防止に努める。 

・食物アレルギーを持つ児童生徒が、安全で楽しい給食時間をおくること

ができるよう配慮する。  

・他の児童生徒に対して、食物アレルギーを正しく理解させるよう努め

る。  

・出張等で学級に不在となる場合や給食時間に教室を離れる場合には、事

前に他の教職員に十分な引継ぎを行う。 

養護教諭 ・個別面談の日程を調整し、同席する。 

・個別面談では原因食物や症状、家庭での対応状況を把握するとともに、

個別対応の内容を立案する。 

・主治医、学校医との連携を図り、応急処置の方法や連絡先等を事前に確

認しておく。  

・個別対応の内容について、保護者及び全教職員間で共有・連携を図る。 

・緊急時の措置方法を検討しておく。 

・食物アレルギーを持つ児童生徒の情報を集約し、校内食物アレルギー対

応委員会の開催を管理職と調整する。 

・転出、進学時には保護者の同意を得た上で児童生徒の情報を引き継ぐ。 
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栄養士 

（学校給食

センター） 

 

・新小学１年生に食物アレルギー調査と聞き取りを行う。 

・個別面談に出席し、原因食物や症状、家庭での対応状況を把握する。 

・学校給食の対応について、本市学校給食食物アレルギー対応検討委員会

で説明する。  

・必要に応じて校内食物アレルギー対応委員会に出席する。 

・献立内容や作業工程表を作成する際、原因食物に注意を払い、事故が起

こらないよう配慮する。 

・食物アレルギー対応に関する書類を作成する。 

・安全な学校給食の提供に向けて委託先栄養士、調理員に指示を出す。 

・学校の食物アレルギー対応について、必要に応じてアドバイスを行う。 

調理員 

 （学校給食

センター） 

・食物アレルギーを持つ児童生徒の実態を理解し、除去食の内容を確認す

る。  

・栄養士の指示をもとに除去する食品や作業動線を確認し、調理工程表を

確認しながら調理作業にあたる。 

 

３ 保護者の役割 

・主治医の診察を受け、年に１回「学校生活管理指導表【様式４】」を学校に提出する。

（「学校生活管理指導表」の発行に係る費用は保護者負担） 

・学校から配付される「食物アレルギー用詳細献立表【様式９】」や「除去食献立表【様

式１０】」（除去食対応の場合）の内容を確認し、喫食しない献立について本人に理解さ

せるよう努める。 

・給食対応の内容に応じて「食物アレルギー用詳細献立表【様式９】」を記入し、毎月学

校へ提出する。 

・子どもに食物アレルギー症状がみられた場合には、状況に応じて学校と情報共有する。 

・食物アレルギーの診断に変更があった場合は速やかに学校に伝える。 

・緊急時の対応について事前に学校と確認をする。 

・処方薬やエピペン�の処方がある場合は管理方法や保管場所等について学校と確認する。 

 

４ 個別面談について 

学校は食物アレルギー対応を希望する保護者と個別面談を実施する。対象児童生徒のア

レルギーについて正確な情報を把握するとともに、保護者の悩みや不安についても理解す

るよう努める。 

また、校内の体制等について保護者と共通理解を図り、給食対応を含めた食物アレルギー

対応について理解と協力を得るよう努める。 
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（１）面談者 

（例）校長、教頭、教務、学級担任、養護教諭、その他校長が指名した者 

※新規の除去食対応希望者については、学校教育課担当者及び学校給食センターの栄

養士が面談に出席する。 

※継続の除去食対応希望者については、学校給食センターの栄養士が面談に出席する。 

（必要に応じて学校教育課担当者も出席する。） 

※学校給食センターの栄養士が面談に出席する場合、学校は事前に「面談日程連絡表

【様式１４】」を学校給食センターに提出する。 

 

（２） 面談のポイント 

「食物アレルギー調査【様式２】」、「学校生活管理指導表【様式４】」を基に確認する。 

 

① 基本情報の確認 

・原因食物、症状、家庭での対応等について 

・過去に経験した食物アレルギー症状とその対応について 

・緊急時の連絡先や連絡方法について 

・個人情報の取扱いについて 

・アレルギー疾患や処方薬（エピペン�含む）等に対する児童生徒の理解度について 

 

② 学校生活を送る上で配慮が必要な事項について 

・学校給食の対応について 

（持参した弁当の保管方法や給食当番、清掃等についても確認する。） 

・食物、食材を扱う授業や活動について 

・校外学習や宿泊を伴う活動について 

・運動の管理について 

・処方薬（エピペン�含む）の持参希望と管理・使用方法について 

・学級の児童生徒への指導、周知について 

・個人情報を関係機関（市教育委員会、袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委 

員、学校の全教職員、消防署員）で共有することに関する同意 

 ・緊急時の対応について  
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Ⅳ 学校給食における具体的対応 

１ 対象者 

・「学校給食食物アレルギー対応新規申請書【様式３-１】」または「学校給食食物アレル

ギー対応継続・変更申請書【様式３-２】」、「学校生活管理指導表【様式４】」の提出が

ある。 

・原因食物が特定されており、医師から食事療法を指示されている。 

・家庭でも原因食物の除去を行うなど、食事療法を行っている。 

・原則として年に１回は主治医に受診している。 

 

２ 対応方法 

レベル１ 詳細な献立表対応 

・学校給食センターは、給食に含まれるアレルゲンの有無を示した「食物アレルギー用詳

細献立表【様式９】」を対象児童生徒のいる学校へ配付する。 

・学校は学校給食における食物アレルギー対応の申請をした保護者に「食物アレルギー用

詳細献立表【様式９】」を配付する。 

・「食物アレルギー用詳細献立表【様式９】」を基に学校と保護者で除去する料理を確認し、

当日は保護者と学級担任等の指示のもと、児童生徒が原因食物を含む料理を適切に除

去して喫食する。 

・詳細な献立表の配付は学校給食対応の基本であり、レベル２以上の対応でも提供する。

（レベル３では卵、乳、卵と乳の有無をパターンごとに示した「除去食献立表【様式１

０】」を配付し、必要に応じて「食物アレルギー用詳細献立表【様式９】」を配付する。） 

 

■留意点 

・保護者は「食物アレルギー用詳細献立表【様式９】」をよく確認し、児童生徒本人に

原因食物と除去する料理について理解させるよう努める。 

・児童生徒本人が除去を行う場合には、重篤な症状を起こす心配がないこと、保護者や

学級担任等の指示のもと原因食物を含む料理が確実に除去できることを考慮する。 

・学級担任等は児童生徒の原因食物について正しく理解しておく。 

・小学校低学年では自己管理能力が不十分なため、学級担任等が補佐する。 

・誤食した場合の対処方法を確認しておく。 

・配食時に除去する場合は、給食当番や学級の児童生徒の協力も得る。 

・学校給食センターは、原因食物を含む料理の除去によって栄養が偏らないよう、食品

の選択や調理方法等を考慮した献立の作成に努める。 
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※令和６年３月２８日に「食品表示基準について」の一部が改正され、食物アレルギー表示推奨品目に「マカダミア

ナッツ」が追加され「まつたけ」が削除されましたが、本市の配付する詳細な献立表の記載変更は現在未定です。 

 

レベル２ 弁当対応 

＜一部弁当＞ 

・原因食物を含む料理を除去した際、不足した栄養を補うため代わりの品を家庭から持参

する。 

・「食物アレルギー用詳細献立表【様式９】」を基に学校と保護者で一部弁当持参の有無に

ついて確認し、喫食時まで衛生的に保管する。 

 

＜完全（一食分）弁当＞ 

・食物アレルギーの原因食物が多岐にわたる場合、症状が重度である場合、原因食物が本

市で対応している食物以外で、自分で除去することが困難な場合、以下の（ａ）～（ｅ）

に該当し、給食対応が困難と判断される場合は給食を喫食せず、家庭から完全（一食分）

弁当を持参する。 

・一部弁当対応であっても、原因食物が複数の料理に含まれる等、一部弁当での対応が困

難な場合は完全（一食分）弁当を持参してもよい。 

 

◇極微量で反応が誘発される可能性がある等の場合 

（ａ）以下に示す調味料・だし・添加物等ついても除去の指示がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《本市が配付する詳細な献立表に表示される食品》 

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生（特定原材料８品目） 

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、

ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、 

ゼラチン（特定原材料に準ずるもの２０品目） 

原因食物 除去する必要がない調味料・だし・添加物等 

鶏卵 卵殻カルシウム 

牛乳 乳糖・乳清焼成カルシウム 

小麦 しょうゆ・酢・みそ 

大豆 大豆油・しょうゆ・みそ 

ごま ごま油 

魚類 かつおだし・いりこだし・魚醤 

肉類 エキス 
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（ｂ）加工食品の原材料の欄外表記（注意喚起表示）の表示がある場合についても除去

の指示がある場合 

   （注意喚起例） 

◎同一工場、製造ライン使用によるもの 

◎原材料の採取方法によるもの（しらす、海藻等） 

◎えび、かにを捕食していることによる海産物や練り物製品等 

（ｃ）食器や調理器具の共用ができない場合 

（ｄ）揚げ油の共用、再使用ができない場合 

（ｅ）その他、給食対応が困難と考えられる状況の場合 

 

■留意点 

・レベル２の留意点には、レベル１の留意点をすべて含むものとする。 

・弁当を衛生的に保管するために、特に暑い時期は注意をする必要がある。弁当箱に保冷

剤を入れる、保護者が給食時間に合わせて持参する、児童生徒が持参した弁当を職員室

で保管するなど、方法は各学校と保護者で協議し決定する。  

・学校給食センターは代替品の食品の選択や加工食品の情報等について、必要に応じて保

護者に情報提供する。 

 

レベル３ 除去食対応 

・除去食対応を行う食品は卵と乳の２品目とする。 

・除去後の献立パターンは以下のとおりとなる。通常給食から卵と乳を完全に除去した給

食を毎食提供する。 

 

＜献立パターン＞ 

  ① 卵のみを除去した献立 

   ② 乳のみを除去した献立 

③ 卵と乳を除去した献立 

 

・学校給食センターは、毎月「食物アレルギー用詳細献立表【様式９】」、「除去食献立表

【様式１０】」により、翌月の除去食の内容を学校と保護者に事前に配付する。 

・学校給食センターは通年、パターンごとに専用の容器へ除去食を入れて学校に配送す

る。 

・学校は配送された除去食を対象の児童生徒へ確実に提供する。 

・献立によって一品全てを提供しない場合と、料理に含まれる材料のみを除去して提供す

る場合がある。（例：オムレツは一品全て提供しないが、卵の入ったかきたま汁は卵の

み除去した汁物を提供する。） 
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・カレーやブラウンルウを使用した献立は、通常給食から卵と乳を含むルウを除去して調

理したものを提供する。  

・除去食の調理は専用に作る場合と、通常給食から同じ料理を取り分けて提供する場合が

ある。（専用に作る場合でも、材料の納品や野菜の下処理は通常の給食と同様に扱う。）  

・献立の除去によって栄養が不足する場合には、代わりの品を家庭から持参する必要があ

る。（レベル２の対応） 

 

■留意点 

・除去食対応は極めて慎重に対応する必要があることから、給食センターの施設、設備、

人員等の対応能力と、対象となる児童生徒の食物アレルギーの状況等が見合った場合

に実施する。（安全性が確保できない場合には除去食対応を行わない。） 

・専用の容器には児童生徒の学年、組、氏名、除去内容等が記載される。 

・予定献立の変更があった場合は、学校をとおして保護者へ情報提供を行う。 

・除去食対応の児童生徒は、専用の容器に入った除去食と家庭から持参した弁当のみを喫

食し、おかわりはできない。また、予備食の準備もしない。 

・予備食がないため、配送・配膳時に注意する。 

・調理はアレルギー専用室で行うが、材料の納品や野菜の下処理は通常給食と同様に扱う

こと、食器や調理器具、揚げ油は共用（再使用を含む）とすることから、微量混入（コ

ンタミネーション）の可能性がある。 

・除去の対象品目は必要に応じて検討するが、本市の実態に基づき対象者の多いもの、使

用頻度の高いもの等に限定する。 

 

３ 対応の流れ  

（１）食物アレルギー調査  

対象 新小学１年生 時期 １０月頃 

学校教育課は、就学時健康診断の案内書類とともに「食物アレルギーに関する調査票

【様式１】」を新小学１年生の保護者へ送付し、就学時健康診断時に提出するよう依頼

する。 

 

（２）食物アレルギー対応申請書類の配付 

対象 新小学１年生 時期 １０～１１月 

学校給食センターの栄養士は、就学時健康診断会場において「食物アレルギーに関す

る調査票【様式１】」の内容を確認し、必要に応じて「学校給食食物アレルギー対応新

規申請書【様式３-１】」、「学校生活管理指導表【様式４】」及び「食物アレルギー調査

【様式２】」を保護者に配付する。給食対応が不要でエピペン�を処方されている保護者

には「学校生活管理指導表【様式４】」を配付する。その後、申請書を配付した保護者
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に食物アレルギーの状況について聞き取りを行う。 

「食物アレルギーに関する調査票【様式１】」については、給食センターから学校教

育課を通じて学校へ原本を送付する。（原本は学校保管。） 

 

対象 在校生 時期 １０～１１月 ※新規・転入の場合は随時 

学校から「学校給食食物アレルギー対応継続・変更申請書【様式３-２】」及び「学校

生活管理指導表【様式４】」を保護者へ配付する。対象となる保護者には飲用牛乳の提

供・停止申込書（任意様式）の提出を依頼する。 

医師から食物アレルギー対応解除の指示があった場合や、転出、私立中学への進学等

により本市の食物アレルギー対応が必要でなくなった場合には、「学校給食食物アレル

ギー対応解除申請書【様式３-３】」を保護者へ配付する。 

また、新規・転入の場合は「学校給食食物アレルギー対応新規申請書【様式３-１】」

を保護者へ配付する。 

 

（３）申請書類の回収・個別面談の実施 

対象 申請希望者全員 時期 １２～１月 ※新規・転入の場合は随時 

学校給食における食物アレルギー対応を希望する保護者は、「学校給食食物アレルギ

ー対応新規申請書【様式３-１】」または「学校給食食物アレルギー対応継続・変更申請

書【様式３-２】」及び「学校生活管理指導表【様式４】」を学校に提出する。 

新規に申請する保護者は「食物アレルギー調査【様式２】」も併せて提出する。 

食物アレルギー対応が解除になった場合は、「学校給食食物アレルギー対応解除申請

書【様式３-３】」及び「学校生活管理指導表【様式４】」（※医師から食物アレルギー対

応解除の指示があった場合のみ必須）を学校に提出する。 

 

学校は「学校給食食物アレルギー対応新規申請書【様式３-１】」、「学校給食食物アレ

ルギー対応継続・変更申請書【様式３-２】」または「学校給食食物アレルギー対応解除

申請書【様式３-３】」及び「学校生活管理指導表【様式４】」を回収し、保護者と個別

面談を実施する。 

新規に申請する保護者からは「食物アレルギー調査【様式２】」も回収する。対象と

なる保護者には、飲用牛乳の提供・停止申込書（任意様式）の提出を面談時に依頼する。 

新中学１年生の面談は、小学校から引継ぎを受けた上で進学先の中学校で実施する。 

学校給食センターの栄養士が面談に出席する場合は、学校は事前に「面談日程連絡表

【様式１４】」を学校給食センターに提出する。 

個別面談では、対象児童生徒と保護者の情報を詳細に得ること、申請内容を正しく把

握することに努め、学校給食の提供までの流れを保護者と相互に確認する。 

 



 

16 

 

（４）「面談記録票及び個別対応票【様式５】」の作成 

時期 １２～１月 ※新規・転入の場合は随時 

学校は個別面談で得られた情報と学校の対応について、「食物アレルギー調査【様式

２】」を参考に、児童生徒ごとに「面談記録票及び個別対応票【様式５】」を作成する。 

（５）校内食物アレルギー対応委員会の開催 

時期 １月 ※新規・転入の場合は随時 

学校は校内食物アレルギー対応委員会を開催し、「面談記録票及び個別対応票【様式

５】」その他の資料に基づき、対象児童生徒の学校内における対応を検討する。委員会

開催後は「校内食物アレルギー対応委員会報告書【様式６】」を作成し、以下の書類と

ともに学校教育課へ提出する。 

 

・「学校給食食物アレルギー対応新規申請書【様式３-１】」、「学校給食食物アレルギー

対応継続・変更申請書【様式３-２】」または「学校給食食物アレルギー対応解除申請

書【様式３-３】」 

・「学校生活管理指導表【様式４】の写し」 

・「面談記録票及び個別対応票【様式５】」 

 

（６）袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員会の開催 

時期 ２月下旬 ※新規・転入の場合は随時 

市教育委員会が主催し、対象児童生徒の学校給食における対応方針を検討する。学校

給食センターは学校長を通じて検討結果を全教職員へ周知徹底し、共通理解を図る。 

同時に、決定内容を「学校給食食物アレルギー対応決定通知書【様式８】」により保

護者へ通知し、必要に応じて保護者と再度具体的な確認と調整を行う。 

 

（７）対応の開始 

時期 ４月～５月 ※新規・転入の場合は随時 

学校給食センター及び学校において安全に学校給食を提供できる体制を整え、４月

から対応を開始する。なお、新小学校１年生はレベル１、２の対応のみ４月から開始し、

レベル３については５月から対応を開始する。 

 

（８）評価・見直し・個別指導 

学級担任は食物アレルギー対応児童生徒の誤食等がないかを確認し、学校給食セン

ターは除去食対応者の喫食状況などを把握し実態把握に努める。 

年に 1 回は「学校生活管理指導表【様式４】」の提出を保護者へ依頼し、症状の経過

によっては医師の診断のもと対応の見直しを図る。 

 



 

17 

 

Ⅴ 個人情報の管理 

 申請書類等の保護者から提出された書類は、学校・市教育委員会で保管し、個人情報の管

理に十分配慮する。 

 日常の取り組みや緊急時の対応に活用するため、記載された情報は必要に応じて市教育

委員会、袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員、学校の全教職員、消防署員に共有

されることについて保護者の同意を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Ⅵ スケジュール（目安）と各担当の対応 

１ 小学校入学時 

時期 担当 対応内容 関連様式 

１０ 

～１１月 

学校 

教育課 

・就学時健康診断の通知と併せて【様式１】を新小学１年生

の保護者へ送付する。 

・就学時健康診断当日に全員から【様式１】を回収する。 

・学校給食センターから提出された【様式１】と保護者から

の聞き取り内容を各学校へ送付する。 

【様式１】 

食物アレルギー

に関する調査票 

 

【様式２】 

食物アレルギー

調査 

 

【様式３-１】 

学校給食食物ア

レルギー対応新

規申請書 

 

【様式４】 

学校生活管理指

導表 

  

学校 ・学校教育課から提出された保護者からの聞き取り内容と

【様式１】の内容を確認し、新小学１年生の食物アレルギ

ーの状況について把握する。 

・給食対応が不要な新小学１年生の保護者に聞き取りを行う。

学校給食 

センター 

・就学時健康診断当日、回収した【様式１】の内容を確認する。

・必要に応じて【様式２】【様式３-１】【様式４】を保護者へ

配付する。（給食対応が不要でエピペン�を処方されている

保護者へは【様式４】を配付する。） 

・【様式１】の写しを給食センターで保管し、原本を学校教育

課へ送付する。 

・申請書を配付した新小学１年生の保護者に電話等で聞き取

りを行う。 

・学校給食での食物アレルギー対応を希望する保護者に申請

書類と今後の流れについて説明する。 

・保護者から聞き取った内容をまとめ、学校教育課へ提出す

る。 

保護者 ・【様式１】を記入し、就学時健診当日に提出する。 

・学校給食センターの栄養士に食物アレルギーの状況等につ

いて説明する。 

・給食での食物アレルギー対応を希望する場合は病院を受診

し、【様式４】を記入してもらう。 

１２月 学校 ・保護者から【様式２】【様式３-１】【様式４】の提出を受け、

個別面談の日程を調整する。 

・除去食対応者の面談では、学校教育課、学校給食センター

と面談の日程を調整し、【様式１４】を学校給食センターに

提出する。 

・食物アレルギー対応を希望し、申請書類の提出がない保護

者へ確認の電話をする。 

【様式２】 

食物アレルギー

調査 
 

【様式３-１】 

学校給食食物ア

レルギー対応新

規申請書 
 

【様式４】 

学校生活管理指

導表 
 

【様式１４】 

面談日程連絡表 

保護者 ・【様式２】【様式３-１】【様式４】を記入し、入学予定校へ

提出する。 
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時期 担当 対応内容 関連様式 

～１月下旬 

 

学校 

教育課 

・除去食対応希望者の面談に同席し、対応について説明する。 

・必要に応じて各学校の校内食物アレルギー対応委員会に出

席する。 

【様式２】 

食物アレルギー

調査 

 

【様式３-１】 

学校給食食物ア

レルギー対応新

規申請書 

 

【様式４】 

学校生活管理指

導表（色付き箇所

は写しとする） 

 

【様式５】 

面談記録表及び

個別対応票 

 

【様式６】 

校内食物アレル

ギー対応委員会

報告書 

 

【様式７】 

食物アレルギー

対応希望者一覧

表 

学校 ・【様式２】【様式４】をもとに保護者との面談を実施する。 

・対象となる保護者に飲用牛乳の提供・停止申込書の提出を

依頼する。（【様式４】または医師の診断書の添付が必要。） 

・面談後、【様式５】を作成する。 

・面談結果に基づき、校内食物アレルギー対応委員会を開催

し、対応について検討する。 

・委員会の決定事項を【様式６】にまとめる。 

・【様式７】を学校教育課へ提出する。 

・【様式３-１】【様式４～６】を学校教育課へ提出する。 

学校給食 

センター 

・除去食対応希望者の面談に同席し、除去食の提供方法につ

いて説明する。 

・必要に応じて各学校の校内食物アレルギー対応委員会に出

席する。 

保護者 ・学校との面談に対応する。 

・対象となる場合は飲用牛乳の提供・停止申込書を学校へ提

出する。（【様式４】または医師の診断書の添付が必要。） 

２月 

 

 

 

 

 

 

  

学校 

教育課 

・各学校から提出された【様式３-１】【様式４～６】につい

て、学校給食センターと情報共有する。 

・必要に応じて【様式３-１】【様式４～６】の内容を確認す

る。 

・食物アレルギー対応検討委員会を開催する。 

・委員会において【様式３-１】【様式４～６】その他の資料

に基づき、申請者の対応について協議、検討する。 

学校 ・食物アレルギー対応検討委員会に出席し、対象者の状況に

ついて説明する。（除去食対応者のみ） 

・対象となる保護者から飲用牛乳の提供・停止申込書を回収

し、学校給食センターへ提出する。（【様式４】または医師

の診断書の添付があるか確認する。） 

学校給食 

センター 

・学校教育課からの情報提供を受け、【様式３-１】【様式４～

６】の内容を確認する。 

・食物アレルギー対応検討委員会の開催に向け、関係機関と

の調整を行う。 

・委員会において【様式３-１】【様式４～６】その他の資料

に基づき、申請者の対応について協議、検討する。 
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時期 担当 対応内容 関連様式 

～３月下旬 学校 

教育課 

・委員会で決定した事項について承認する。 【様式８】 

学校給食食物ア

レルギー対応給

食決定通知書 

 

【様式９】 

食物アレルギー

用詳細献立表  

学校 ・【様式８】に基づき、決定内容を確認する。 

・４月分の【様式９】で献立のアレルゲンを確認する。 

学校給食 

センター 

・委員会で決定した事項について【様式８】を作成し、市教

育委員会の承認を受ける。 

・【様式８】を学校へ送付し、決定内容を学校と共有する。 

・４月分の【様式９】を学校に送付する。 

・保護者あてに【様式８】と４月分の【様式９】を送付する。

（除去食対応者には【様式８】のみ送付する。） 

保護者 ・【様式８】に基づき、決定内容を確認する。 

・４月分の【様式９】で献立のアレルゲンを確認し、喫食の

有無を記入する。（給食対応の内容に応じて） 

４月 学校 ・給食開始に向け、具体的な対応方法を保護者と共有する。 

・食物アレルギーの対応方法を全教職員で共有する。 

・校内研修を実施する。 

・除去食対応者がいる場合、除去食対応のシミュレーション

を行う。 

・保護者から提出された４月分の【様式９】の内容を確認す

る。 

・５月分の【様式９】を対象の保護者へ送付し、献立のアレ

ルゲンを確認する。 

・除去食対応者がいる場合、５月分の【様式１０、１１】が

入った専用袋を対象の保護者へ送付する。 

・保護者から回収した専用袋を給食センターへ返却する。 

【様式９】 

食物アレルギー

用詳細献立表 

 

【様式１０】 

除去食献立表 

 

【様式１１】 

除去食献立表受

渡し記録 

給食 

センター 

・５月分の【様式９】を作成し、対象者のいる学校へ配付す

る。 

・５月分の【様式１０、１１】を入れた専用袋を除去食対応

者のいる学校へ送付する。 

・学校から専用袋を回収し、【様式１１】を確認する。 

・除去食対応のシミュレーションを行う。 

・５月からの除去食提供に向け、関係機関と調整を行う。 

保護者 ・４月分の【様式９】を学校へ提出する。（給食対応の内容に

応じて） 

・給食の具体的な対応方法を学校と共有する。 

・５月分の【様式９】で献立のアレルゲンを確認し、喫食の

有無を記入して学校へ提出する。（給食対応の内容に応じ

て） 

・除去食対応者は５月分の【様式１０】の内容を確認し、【様

式１１】にサインしたものを専用袋へ入れて学校へ返却す

る。 

※新規・転入の場合は【様式３-１】【様式４】を学校から保護者に配付する。その後の流れは小学校入学時

と同様となる。 
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２ 進級・進学時 

時期 担当 対応内容 関連様式 

９～１０月 学校 

教育課 

・学校に次年度の申請に向けた対応の依頼をする。 【様式３-２】 

学校給食食物ア

レルギー対応継

続・変更申請書 

 

【様式３-３】 

学校給食食物ア

レルギー対応解

除申請書 

 

【様式４】 

学校生活管理指

導表（色付き箇所

は写しとする） 

 

【様式５】 

面談記録表及び

個別対応票 

 

【様式６】 

校内食物アレル

ギー対応委員会

報告書 

 

【様式７】 

食物アレルギー

対応希望者一覧

表 

 

【様式１４】 

面談日程連絡表 

学校 ・対象の児童生徒に【様式３-２】（解除の場合は【様式３-３】）

【様式４】を配付し、次年度対応に向けた申請を保護者へ

依頼する。 

・対象者に飲用牛乳の提供・停止申込書の提出を依頼する。

（【様式４】または医師の診断書の添付が必要。） 

保護者 ・【様式３-２】（解除の場合は【様式３-３】）を記入する。 

・【様式４】をもって主治医に受診し、現在の食物アレルギー

の状況を記入してもらう。 

・対象の場合は飲用牛乳の提供・停止申込書を記入する。（【様

式４】または医師の診断書の添付が必要。） 

１１ 

～１月下旬 

学校 ・保護者から【様式３-２】（【様式３-３】）【様式４】の提出

を受け、個別面談の日程を調整する。 

・対象の保護者から飲用牛乳の提供・停止申込書を回収し、

学校給食センターへ提出する。（【様式４】または医師の診

断書の添付があるか確認する。） 

・除去食対応者の面談では、学校給食センターと面談の日程

を調整し、【様式１４】を学校給食センターに提出する。 

・新中学１年生の書類は小学校が回収し、面談は小学校から

引継ぎを受けた上で進学先の中学校が実施する。 

・【様式４】を基に保護者と面談し、次年度の対応について確

認する。 

・面談後、【様式５】を作成する。 

・面談結果に基づき、校内食物アレルギー対応委員会を開催

し、対応について検討する。 

・委員会の決定事項を【様式６】にまとめる。 

・【様式７】を学校教育課へ提出する。 

・【様式３-２】（【様式３-３】）【様式４～６】を学校教育課へ

提出する。 

学校給食 

センター 

・除去食対応者の面談に同席し、次年度の対応について確認

する。 

・必要に応じて各学校の校内食物アレルギー対応委員会に出

席する。 

保護者 ・【様式３-２】（【様式３-３】）【様式４】を学校に提出する。 

・対象となる場合は飲用牛乳の提供・停止申込書を学校へ提

出する。（【様式４】または医師の診断書の添付が必要。） 

・学校と面談し、次年度の対応について確認する。 
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時期 担当 対応内容 関連様式 

２月 学校 

教育課 

・各学校から提出された【様式３-２】（【様式３-３】）【様式

４～６】について、学校給食センターと情報共有する。 

・必要に応じて【様式３-２】（【様式３-３】）【様式４～６】

の内容を確認する。 

・食物アレルギー対応検討委員会を開催する。 

・委員会において【様式３-２】（【様式３-３】）【様式４～６】

その他の資料に基づき、申請者の対応を検討、決定する。 

【様式３-２】 

学校給食食物ア

レルギー対応継

続・新規申請書 
 

【様式３-３】 

学校給食食物ア

レルギー対応解

除申請書 
 

【様式４】 

学校生活管理指

導表（色付き箇所

は写しとする） 
 

【様式５】 

面談記録表及び

個別対応票 
 

【様式６】 

校内食物アレル

ギー対応委員会

報告書 

学校 ・食物アレルギー対応検討委員会に出席し、対象者の状況に

ついて説明する。（除去食対応者のみ） 

学校給食 

センター 

・学校教育課からの情報提供を受け、【様式３-２】（【様式３

-３】）【様式４～６】の内容を確認する。 

・食物アレルギー対応検討委員会の開催に向け、関係機関と

調整を行う。 

・委員会において【様式３-２】（【様式３-３】）【様式４～６】

その他の資料に基づき、申請者の対応を検討、決定する。 

～３月下旬 学校 

教育課 

・委員会で決定した事項について承認する。 【様式８】 

学校給食食物ア

レルギー対応給

食決定通知書 

 

【様式９】 

食物アレルギー

用詳細献立表 

 

【様式１０】 

除去食献立表 

 

【様式１１】 

除去食献立表受

渡し記録 

学校 ・【様式８】に基づき、決定内容を確認する。 

・【様式８】が入った封書を４月分の【様式９】とともに保護

者へ送付する。 

・４月分の【様式９】で献立のアレルゲンを確認する。 

・除去食対応者がいる場合、４月分の【様式１０、１１】が

入った専用袋を対象の保護者へ送付する。 

・保護者から回収した専用袋を給食センターへ返却する。 

給食 

センター 

・委員会で決定した事項について【様式８】を作成し、市教

育委員会の承認を受ける。 

・【様式８】を学校へ送付し、決定内容を学校と共有する。 

・保護者あての【様式８】を封書にし、４月分の【様式９】

とともに学校へ送付する。 

・４月分の【様式１０、１１】が入った専用袋を除去食対応

者のいる学校へ送付する。 

・学校から専用袋を回収し、【様式１１】を確認する。 

保護者 ・【様式８】に基づき、決定内容を確認する。 

・４月分の【様式９】で献立のアレルゲンを確認し、喫食の

有無を記入して学校に提出する。（給食対応の内容に応じ

て） 

・除去食対応者は４月分の【様式１０】の内容を確認し、【様

式１１】にサインしたものを専用袋へ入れて学校へ返却す

る。 
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時期 担当 対応内容 関連様式 

４月 学校 ・給食の具体的な対応方法を保護者と共有する。 

・食物アレルギーの対応方法を全教職員で共有する。 

・校内研修を実施する。 

・保護者から回収した４月分の【様式９】の内容を確認する。 

・５月分の【様式９】を対象の保護者へ送付し、献立のアレ

ルゲンを確認する。 

・除去食対応者がいる場合、５月分の【様式１０、１１】が

入った専用袋を対象の保護者へ送付する。 

・保護者から回収した専用袋を給食センターへ返却する。 

【様式９】 

食物アレルギー

用詳細献立表 

 

【様式１０】 

除去食献立表 

 

【様式１１】 

除去食献立表受

渡し記録 給食 

センター 

・５月分の【様式９】を作成し、対象者のいる学校へ配付す

る。 

・５月分の【様式１０、１１】が入った専用袋を除去食対応

者のいる学校へ送付する。 

・学校から専用袋を回収し、【様式１１】を確認する。 

保護者 ・５月分の【様式９】で献立のアレルゲンを確認し、喫食の

有無を記入して学校に提出する。（給食対応の内容に応じ

て） 

・除去食対応者は５月分の【様式１０】の内容を確認し、【様 

式１１】にサインしたものを専用袋へ入れて学校へ返却す

る。 

・給食の具体的な対応方法を学校と共有する。 
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３ 毎月 

（１）詳細献立表対応・一部（完全）弁当対応 

時期 担当 対応内容 関連様式 

前月 

１５日頃 

学校給食 

センター 

・献立を決定し、物資規格書等で使用食材に含まれるアレル

ギー情報を確認する。 

・【様式９】を作成する。 

【様式９】 

食物アレルギー

用詳細献立表  

前月 

２０日頃 

学校給食 

センター 

・【様式９】を対象者のいる学校へ配付する。 

学校 ・献立内容等を確認する。 

・【様式９】を対象児童生徒分印刷し、保護者へ配付する。 

保護者 ・【様式９】の内容を確認し、喫食の有無を記入する。（給食

対応の内容に応じて） 

前月 

２５日頃 

学校給食 

センター 

・学校または保護者からの問合せに対応する。 

・給食提供に向けた書類（調理指示書、作業工程表等）を 

作成する。 

学校 ・保護者からの問合せについて、学校での対応が困難な場合

は給食センターへ連絡する。 

・保護者から提出された【様式９】の内容を確認する。 

・保護者と給食の具体的な対応について確認する。 

保護者 ・【様式９】を学校に提出する。（給食対応の内容に応じて） 

・献立内容について確認等がある場合は学校へ連絡する。 

・学校と給食の具体的な対応について確認する。 

 

（２）除去食対応 

時期 担当 対応内容 関連様式 

前月 

１５日頃 

学校給食 

センター 

・献立を決定し、物資規格書等で使用食材に含まれるアレル

ギー情報を確認する。 

・【様式９、１０】を作成する。 

【様式９】 

食物アレルギー

用詳細献立表 

 

【様式１０】 

除去食献立表 

 

【様式１１】 

除去食献立表受

渡し記録 

前月 

２０日頃 

学校給食 

センター 

・学校宛てと個人宛ての【様式１０】を用意し、【様式１１】

に確認のサインをする。 

・専用袋に【様式１０、１１】を入れ、学校用の【様式１０】

とともに学校へ送付する。 

学校 ・献立内容等を確認する。 

・専用袋に入った【様式１０、１１】を保護者へ配付する。 

（必要に応じて【様式９】を配付する。） 

保護者 ・【様式１０】の内容を確認し、【様式１１】に確認のサイン

をしたものを専用袋へ入れて学校へ返却する。 
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時期 担当 対応内容 関連様式 

前月 

２５日頃 

学校給食 

センター 

・学校または保護者からの問合せに対応する。 

・給食提供に向けた書類（調理指示書、作業工程表等）を 

作成する。 

・学校から専用袋を回収し、【様式１１】を確認する。 

【様式１１】 

除去食献立表受

渡し記録 

学校 ・保護者からの問合せについて、学校での対応が困難な場合

は給食センターへ連絡する。 

・保護者から回収した専用袋を給食センターへ返却する。 

・保護者と給食の具体的な対応について確認する。 

保護者 ・献立内容について確認等がある場合は学校へ連絡する。 

・学校と給食の具体的な対応について確認する。 
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４ 当日 

（１）詳細献立表対応・一部（完全）弁当対応 

時期 担当 対応内容 関連様式 

喫食前 学校 ・原因食物の有無を【様式９】で確認する。 

・【様式９】を基に児童生徒と喫食する献立について確認し、

配膳する。 

・配膳に間違いがないか確認し、喫食させる。 

【様式９】 

食物アレルギー

用詳細献立表  

保護者 ・原因食物の有無を【様式９】で確認する。 

・【様式９】を基に児童生徒と喫食する献立について確認  

する。 

・一部（完全）弁当持参の場合は児童生徒に持参させる。 

児童生徒 ・当日喫食する献立について、【様式９】を基に保護者、担

任等と確認し、配膳する。 

喫食時 学校 ・配膳に間違いがないか確認し、喫食させる。 

・児童生徒の体調に変化がないかよく観察する。 

児童生徒 ・配膳した給食に間違いがないか担任等と確認し、喫食す

る。 

下膳時 児童生徒 ・体調に変化があった場合は速やかに担任等へ伝える。 

 

（２）除去食対応 

時期 担当 確認事項 関連様式 

配送前 学校給食 

センター 

・【様式１０、１２、１３】について、担当調理員、担当栄

養士によるダブルチェックを行う。 

・除去食を専用容器に配食し、【様式１２】とともに個人ご

との袋に入れる。 

【様式１０】 

除去食献立表 
 

【様式１２】 

配送食札 
 

【様式１３】 

除去食受渡し確

認表 

学校 ・保護者から欠席の連絡があった場合は給食センターに連

絡する。 

保護者 ・【様式１０】を基に当日の除去食献立を児童生徒と確認す

る。 

・一部弁当持参の必要がある場合は児童生徒に持参させる。 

・欠席の場合は学校へ連絡する。 

配送時 学校給食 

センター 

・除去食をコンテナへ入れ、【様式１３】とともに各学校へ

配送する。 

【様式１２】 

配送食札 

 

【様式１３】 

除去食受渡し確

認表 

 
 

学校 ・配膳員は配膳室でコンテナから除去食を取り出し、【様式

１２】と【様式１３】の内容が一致しているか確認する。 

・問題がなければ、配膳員は【様式１３】に記録をし、除去

食を職員室へ運ぶ。 

・職員室の職員は除去食を受け取り、【様式１３】に記録す

る。 

・給食時間まで除去食を衛生的に管理する。 
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時期 担当 確認事項 関連様式 

配膳時 学校 ・除去食を児童生徒本人に渡す。 

 ※必要に応じて【様式１２、１３】の確認と記録を補   

佐する。 

・【様式１３】は職員室から配膳室に返却する。 

【様式１２】 

配送食札 

 

【様式１３】 

除去食受渡し確

認表 

児童生徒 ・除去食を職員室に取りに行く。 

・【様式１２】で除去食が自分のものであるかを確認し、  

【様式１３】に記録をする。 

・落下等に注意し、除去食を教室へ運ぶ。 

喫食時 学校 ・必要に応じて児童生徒の補佐をする。 

・児童生徒の体調に変化がないかよく観察する。 

【様式１０】 

除去食献立表 

 

【様式１２】 

配送食札 

児童生徒 ・専用容器に入っているものが【様式１０】の内容と一致し

ているか、【様式１２】に記載されている料理が全て入っ

ているかを確認し、喫食する。 

※すべての料理についておかわりはできません。 

下膳時 学校給食 

センター 

・児童生徒の残菜を確認し、記録する。 

・学校から回収した【様式１３】を確認する。 

【様式１２】 

配送食札 

 

【様式１３】 

除去食受渡し確

認表 

学校 ・配膳員は返却された除去食と【様式１２】をコンテナへ入

れ、【様式１３】とともに給食センターへ配送する。 

児童生徒 ・喫食後、残菜は専用容器に入れたまま【様式１２】ととも

に除去食を配膳室に返却する。 

・体調に変化があった場合は速やかに担任等へ伝える。 
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緊急時の対応モデル 
Ⅶ 緊急時の対応 

１ 緊急時の対応モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発見者が行うこと 

（管理者到着まで指揮をとる） 

① 子どもから目を離さない、

ひとりにしない 

② 助けを呼び、人を集める 

③ エピペン�と内服薬を持って

くるよう指示する 

緊急性の高いアレルギー症状があるか？ 
５分以内に判断する 

① ただちにエピペン�を使用する 

② 救急車（１１９番）を要請する 

③ その場で安静にする 

④ その場で救急隊を待つ 

※①から④の全てを必ず行う 

反応がなく 

呼吸がない 

エピペン�が２本以上ある 

エピペン�を使用し１０～

１５分後に症状の改善が

見られない場合、次のエピ

ペン�を使用する 

なし 内服薬を飲ませる 

保健室または、安静にで

きる場所へ移動する（必

ず付き添う） 

・目を離さず、継続的に

症状を観察し、「食物アレ

ルギー症状チェックシー

ト」にしたがって判断し、

対応する 

・緊急性の高いアレルギ

ー症状が１つでも出現し

た時は、①から④のすべ

てを行う 

アレルギ

ー症状が

ある 

（食物の

関与が疑

われる） 

あ
り 

【アレルギー症状】 緊急性の高いアレルギー症状 

         全身の症状 

・意識がない 

・意識もうろう 

・ぐったり 

・尿や便を漏らす 

・脈が触れにくい 

・唇や爪が青白い 

 

消化器の症状 

・腹痛（強い） 

・吐き気・おう吐 

（繰り返す） 

・下痢 

 

顔面・目・口・鼻の症状 

・目のかゆみや充血、まぶたの腫れ 

・くしゃみ、鼻水、鼻づまり 

・口の中の違和感、唇の腫れ 

原因食物 

を食べた 

（可能性 

を含む） 

原因食物 

に触れた 

（可能性 

を含む） 

 

呼吸器の症状 

・声がかすれる 

・犬が吠えるような咳 

・のどや胸が締め付けられる 

・咳 

・息がしにくい 

・ゼーゼー、ヒューヒュー 

 

皮膚の症状 

・かゆみ  ・じんま疹 

・赤くなる 

 

・心肺蘇生を行う 

・AED の使用 

反応がなく呼吸がない 

千葉県教育委員会「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」(令和６年３月改訂)より一部改変 
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食物アレルギー症状チェックシート 

２ 食物アレルギー症状チェックシート 

 

 

□観察開始（   時   分） □薬の服用（   時   分） □エピペン�の注射（  時  分） 

 グレード３ グレード２ グレード１ 

 

全 

 

身 

□ぐったり 

□意識もうろう 

□尿や便をもらす 

□脈が触れにくいまたは不規則 

□唇や爪が青白い 

  

 

呼

吸

器 

□のどや胸が締め付けられる 

□声がかすれる 

□息がしにくい 

□持続する強い咳込み 

□犬が吠えるような咳 

□ゼーゼーする呼吸 

□数回の軽い咳  

消

化

器 

□持続する強い(がまんできない)

おなかの痛み 

□繰り返し吐き続ける 

□明らかな腹痛 

□１から２回の嘔吐 

□１から２回の下痢 

□我慢できる弱い腹痛 

□吐き気 

 

 

目 

口 

鼻 

顔 

 □顔全体の腫れ 

□まぶたの腫れ 

□目のかゆみ、充血、 

□唇の腫れ 

□口のかゆみ、違和感 

□喉のかゆみ、違和感 

□くしゃみ、鼻水、鼻づまり 

皮

膚 

 □強いかゆみ 

□全身性のかゆみ 

□全身のじんましん 

□軽度のかゆみ 

□部分的な赤み 

□数個のじんましん 

 

 

 

 

 

 

 

対 

 

応 

□エピペン�を使用 

(迷ったらエピペン�を使用) 

□救急車の要請 

□内服液の使用 

(反応がなく、呼吸がなければ) 

□心肺蘇生 

□ＡＥＤ実施 

□内服薬の使用 

□エピペン�の準備 

□医療機関の受診 

(迷ったら救急車要請) 

□グレード３の症状の有無を、

目を離さず継続的に観察し、記

録。１つでも当てはまる場合は

エピペン�を使用する。（迷った

らエピペン�を使用） 

□安静にして経過観察 

□内服薬の使用 

□医療機関の受診 

１つでもあてはまる場合、 

以下の３項目を全て行う 

・ただちにエピペン�を使用する 

・救急車を要請する 

・その場で安静にする 

迷ったら、以下の３項目を全て行う 

・エピペン�を使用する 

・救急車を要請する 

・その場で安静にする 

 

 
  

◇症状は急激に変化することがあるため、 

・継続して観察する ・目を離さないようにする 

千葉県教育委員会「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」(令和６年３月改訂)より 

上の症状が１つでもあれば 

以下の対応を行う。 

上の症状が１つでもあれば 

以下の対応を行う。 

上の症状が１つでもあれば 

以下の対応を行う。 
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エピペン�の使い方 

３ エピペン�の使い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県教育委員会「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」(令和６年３月改訂)より 
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４ 事故発生時の報告と事後の対応 

 学校は、学校管理下で児童生徒の食物アレルギー症状（原因食物不明・疑い含む）により、

救急搬送やエピペン�の使用、または誤食があった場合には、市教育委員会へ「事故発生時

の一報」（県様式）で第一報を速やかに報告する。 

事故対応後は、「食物アレルギー事故等発生報告書」（県様式・学校保健関係様式集）を作

成し、市教育委員会へ提出する。報告書は、時系列で症状の変化や対応等について記録し、

報告する。 

また、すべての事故及びヒヤリハット事例について、学校は、校内食物アレルギー対応委

員会で対策を検討し、事故の未然防止に努める。 

市教育委員会は、食物アレルギー事故の再発防止に資する事例等について、必要に応じて

市内の学校に周知を図る。 
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Ⅷ 様式集 
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様式１ 

          食物アレルギーに関する調査票 

※こちらの調査票は全員記入し、就学時健康診断当日にご提出ください。 
※連絡先は日中連絡がとれる電話番号をご記入下さい。 

 
質問１．現在、食物アレルギーはありますか。 

     （  ）ない ⇒ 以上で終わりです。 

     （  ）ある ⇒ 質問２へ 
 

質問２．食物アレルギーの原因となる食物は何ですか。 

  （                                 ） 
 

質問３．今まで、どのような症状が出ましたか。 

   （  ）じんましん  （  ）下痢  （  ）吐き気 

    （  ）アナフィラキシーショック 

    （  ）その他（                          ） 
 

質問４．現在、除去している食物はありますか。 

    （  ）ない 

（  ）ある 食品名（                       ） 
 

質問５．食物を除去しているのは、医師の指示ですか。 

    （  ）医師の指示による ⇒ かかりつけ医（            ） 

    （  ）医師の指示ではなく、保護者の判断による 

    （  ）その他（                          ） 
 

質問６．エピペン�を処方されていますか。 

     （  ）いない 

（  ）いる  
 

質問７．エピペン�以外で、食物アレルギーに関して処方されている薬がありますか。 

    （  ）ない 

    （  ）ある  薬品名（                       ） 
 

質問８．その他、心配なことがありましたらお書きください。  

（                                 ） 

 

◇本市の学校給食ではくるみ、そば、落花生、いくらの４品目の提供はありません。 

  以下の質問はこの４品目以外の食物にアレルギーをもつ方のみ回答してください。 

質問９．学校給食における食物アレルギー対応を希望しますか。 

    （  ）希望しない 

    （  ）希望する 

入学予定校：        小学校 

就
学
予
定
者 

ふりがな  
保
護
者 

ふりがな  

氏 名  氏 名 
 

性 別 男 ・ 女 連絡先  

受付番号 
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様式２  

 

 

 

 

 

食物アレルギー調査 
 

 

こちらの調査票をご記入の上、学校の面談時にご持参ください。 

 

 

【保護者の皆様へ】  

食物アレルギー対応に関するお願い（保護者の役割） 

 

お子さまの安全な学校生活のために、以下の事項についてご理解・ご協力をお願いいたします。 

・主治医の診察を受け、年に 1 回「学校生活管理指導表」を学校へご提出ください。 

   ※学校生活管理指導表の発行にかかる費用は保護者のご負担となります。 

・学校から配付される献立表（除去食献立表を含む）をご確認いただき、喫食できない献立に 

ついてはご家庭でお子さまに説明し、理解させるよう努めてください。 

・給食対応の内容に応じて、「食物アレルギー用詳細献立表」への記入をお願いいたします。 

 ※毎月のご提出をお願いいたします。 

・お子さまに食物アレルギー症状が現れた場合には、必要に応じて学校と情報共有をお願い 

いたします。 

・診断内容に変更があった場合は、速やかに学校にご連絡ください。 

・緊急時の対応や、処方薬・エピペン�の管理方法・保管場所については、面談時に学校と 

ご確認ください。 

・本調査票や面談・申請書類に記載された情報は、お子さまの安全確保のために、必要に応じて 

市教育委員会、袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員、学校の全教職員、消防署員と 

共有される場合があります。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 

   その他、ご不明な点やご相談がございましたら、面談時に学校にお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

入学予定校 

（学校名） 

         学校 

児童生徒氏名 
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記入日：    年  月  日  

 

以下に当てはまるものに○をつけてください。また、空欄に記載をお願いします。 
 

１ 食物アレルギーを起こす原因食物  

卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに・くるみ・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・ 

さけ・さば・ゼラチン・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ごま・カシューナッツ・ 

アーモンド・その他（                                   ） 

 

２ アレルギー既往歴 

①既往歴 

  歳 か月頃（原因食物        ）（症状:                      ） 

 その時の対応 

 

  

②アナフィラキシーショックを起こしたことがあるか （ なし ・ あり ） 

（原因食物         ）（症状             ）直近    年  月  日 

                                今までの回数      回 

 

③運動で症状を発症したことがあるか （ なし ・ あり ）   今までの回数       回 

  

④ごく微量（コンタミネーション）でも食物アレルギーの症状を引き起こす可能性はあるか 

※ごく微量の混入とは、原因となる食物ごとに器具や皿を分けて洗うことが難しい場合や、同じ揚げ油を複数の食材 

に使う場合、加工食品では原材料に含まれていなくても製造過程で他の食品が混入する場合などが挙げられます。 

  （  なし  ・  あり ➝ ありの場合は給食の提供が難しいです ） 

⑤その他症状 ※皮膚接触や吸い込みなど、食べなくても症状がでることがあるか 

  （  なし  ・  あり →詳細                          ） 

 

３ 食べられる量等について  

※学校での食物アレルギー対応では、原則として、原因食物が入るものは全て食べないこととなっています。ご家庭で 

食べているものなどの様子をお知らせください。 

食べられる量・加熱の有無により食べられるか・加工品や調味料に含まれるものはどうか 等 

 

 

 

 

 

 

ふりがな 

児童生徒氏名 
 保護者氏名 

 

 

かかりつけ 

医療機関名 

 

（電話:          ） 

緊急連絡先 

①          （続柄    ） 

②          （続柄    ）  
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４ 医療機関での検査・診断について 検査をしたものがあればご記入ください。 

最終受診日 年  月  日 

内 容 経口負荷試験       （  年  月頃） 

血液検査         （  年  月頃） 

皮膚検査（パッチテスト） （  年  月頃） 

治療状況 経口負荷試験の実施予定 （ あり ・ なし ） 

 

５ 具体的な配慮と対応   

 配慮が必要なことがあればご記入ください 学校で記入します 

学

校

に

お

け

る

配

慮 

給食 

①配膳  ： 可 ・ 不可  

②片付け ： 可 ・ 不可 

③給食当番： 可 ・ 不可 

配慮すべきこと 

 

 

食物を扱う活動 可  ・  不可  

運動（体育・部活動等） 可  ・  不可  

宿泊を伴う活動 可  ・  不可  

清掃活動 可  ・  不可  

薬 

処方薬（ あり ・ なし ） 

薬の内容と使用方法 

持参するか（ する ・ しない ） 

①内服・吸入薬・外服薬： 

②保管場所： 

③使用量・使用時： 

 

エピペン�の処方 あり ・ なし 

①保管場所： 

②使用するタイミング： 

 

その他  

アレルギーを起こした時の対応 

 

 

 

以下は学校で記入します。 

６ 保護者承諾事項 

□ 必要に応じて、市教育委員会、袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員、学校の全教職員、 

消防署員で情報共有、共通理解すること 

□ クラスへの説明、協力を得ること     

□ 献立表を表示・掲示すること 

□ 給食のおかわり・友達との交換はできない場合があること 

□ 保護者の役割について内容を理解したこと 

７ その他 

 

 

面談日：   年  月  日（  ） 参加者（                           ） 

申請レベル：□レベル１（詳細な献立対応）☐レベル２（一部・完全弁当対応）☐レベル３（除去食対応） 
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様式３-１ 

学校給食食物アレルギー対応新規申請書 

  年  月  日 

 

袖ケ浦市教育委員会  様 

 

保護者氏名             

学校給食における食物アレルギー対応を以下の必要書類を添えて申請します。 

学校名 袖ケ浦市立       学校 学年・学級 
□ 新小学１年生 

□  年  組（申請時点） 

（ふりがな） 

児童生徒氏名 

 性

別 

□男 

□女 
生年月日     年  月  日 

（ふりがな） 

保護者氏名 

 
電話番号 

自宅（   ） 

携帯   

住所 
〒 

袖ケ浦市 

保育所・幼稚園・以前の学校での対応 

施設名  給食対応 □有 □無 □弁当持参 

対応内容 
 

１ 添付書類（必須） 

学校生活管理指導表 

２ 希望する食物アレルギー対応の内容 

□ 給食のアレルゲンが表示された献立表をもとに、原因食物を含む料理を取り除い

て喫食する対応（レベル１） 

□ 給食のアレルゲンが表示された献立表をもとに原因食物を含む料理を取り除き、

代わりに一部、もしくは完全（一食分）弁当を持参する対応（レベル２） 

□ 除去食対応［ □卵  □乳  □卵乳 ］（レベル３） 

3  食物アレルギー対応にあたり下記のことを理解し、同意します。 

※すべての項目をご確認の上、チェックしてください。 

□ 栄養面で不足が生じる可能性があります。 

□ 微量混入（コンタミネーション）への対応はありません。 

□ この申請及び学校給食対応の内容は、必要に応じて市教育委員会、袖ケ浦市学校

給食食物アレルギー対応検討委員、学校の全教職員、消防署員に情報が共有され

ます。 

□ 審査の結果、申請内容は必ずしも実現するとは限りません。対応方法については

改めて面談を実施する場合があります。 

□ 【除去食対応希望者のみ】除去食対応には、対応の決定から除去食の提供開始ま 

でに 1 か月程度を要します。その期間中はご家庭でお弁当をご持参いただきます。

（新小学１年生は５月より除去食の提供を開始いたします。） 
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様式３-２ 

学校給食食物アレルギー対応継続・変更申請書 

  年  月  日 

 

袖ケ浦市教育委員会   様 

 

保護者氏名             

 

学校給食における食物アレルギー対応を以下の必要書類を添えて申請します。 

学校名 袖ケ浦市立       学校 学年・学級 年  組（申請時点） 

（ふりがな） 

児童生徒氏名 

 性

別 

□男 

□女 
生年月日     年  月  日 

（ふりがな） 

保護者氏名 

 
電話番号 

自宅（   ） 

携帯   

住所 
〒 

袖ケ浦市 

 

１  添付書類（必須） 

学校生活管理指導表 

 

２ 希望する食物アレルギー対応の内容 

□ 給食のアレルゲンが表示された献立表をもとに、原因食物を含む料理を取り除い

て喫食する対応（レベル１） 

□ 給食のアレルゲンが表示された献立表をもとに原因食物を含む料理を取り除き、

代わりに一部、もしくは完全（一食分）弁当を持参する対応（レベル２） 

□ 除去食対応［ □卵  □乳  □卵乳 ］（レベル３） 

 

3  食物アレルギー対応にあたり下記のことを理解し、同意します。 

※すべての項目をご確認の上、チェックしてください。 

□ 栄養面で不足が生じる可能性があります。 

□ 微量混入（コンタミネーション）への対応はありません。 

□ この申請及び学校給食対応の内容は、必要に応じて市教育委員会、袖ケ浦市学校

給食食物アレルギー対応検討委員、学校の全教職員、消防署員に情報が共有され

ます。 

□ 審査の結果、申請内容は必ずしも実現するとは限りません。対応方法については

改めて面談を実施する場合があります。 
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様式３-３ 

学校給食食物アレルギー対応解除申請書 

   年  月  日 

 

袖ケ浦市教育委員会  様 

 

保護者氏名           

 

学校給食における食物アレルギー対応の解除を以下の理由により申請します。 

学校名 袖ケ浦市立       学校 学年・学級 年  組（申請時点） 

（ふりがな） 

児童生徒氏名 

 性

別 

□男 

□女 
生年月日     年  月  日 

（ふりがな） 

保護者氏名 

 
電話番号 

自宅（   ） 

携帯   

住所 
〒 

袖ケ浦市 

 

１ 解除を希望する食物アレルギー対応の内容 

□ 給食のアレルゲンが表示された献立表をもとに、原因食物を含む料理を取り除い

て喫食する対応（レベル１） 

□ 給食のアレルゲンが表示された献立表をもとに原因食物を含む料理を取り除き、

代わりに一部、もしくは完全（一食分）弁当を持参する対応（レベル２） 

□ 除去食対応［ □卵  □乳  □卵乳 ］（レベル３） 

 

2 解除の理由 

□ 転出のため 

□ 私立中学へ進学のため 

□ 医師から食物アレルギー対応解除の指示があっため 

※学校生活管理指導表を添付してください（必須） 

□ その他（                                ） 
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様式４             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
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 (
公

財
)
日
本
学

校
保
健
会
が

作
成
し

た
「
学

校
生
活
管
理
指
導
表

」
の
様
式

を
参
考
に
作
成

し
て
い
ま
す
。

 
※

必
ず

保
護

者
の
署

名
を

お
願

い
し

ま
す

。
 

※
変

更
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
必

ず
年

１
回

の
提

出
を
お

願
い

し
ま

す
。 
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様式４の追加記載欄 

受診日 病型・治療 学校生活上の留意点 記入は医師 

年 

月 

日 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

 
 
 
 

         印 

年 

月 

日 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

 
 
 
 

         印 

年 

月 

日 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

 
 
 
 

         印 
 

年 

月 

日 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

 
 
 
 

         印 

年 

月 

日 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

 
 
 
 

         印 

年 

月 
日 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

 
 
 
 

         印 

年 

月 

日 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

 
 
 
 

         印 

年 

月 

日 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

 
 
 
 

         印 

年 

月 

日 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

1.記載内容に変更なし 

2.下記事項について変更あり 

 内容： 

 
 
 
 

         印 
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様式５           面談記録票及び個別対応票 

袖ケ浦市立     学校 

面談年月日 
  年 

 月  日 
面談出席者 

 

学年  学級 

児童生徒氏名 

年   組 

保護者氏名 

 

かかりつけ医療機関名  緊急連絡先  

1 食物アレルギーを起こす原因食物  

卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに・くるみ・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・

牛肉・さけ・さば・ゼラチン・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ごま・ 

カシューナッツ・アーモンド・その他（                          ） 

2 食物アレルギー病型 

即時型 口腔アレルギー症候群 食物依存性運動誘発アナフィラキシー 

3 アナフィラキシー病型 

食物によるアナフィラキシー 食物依存性運動誘発アナフィラキシー その他 

原因食物（         ） 原因食物（         ）  

4 アレルギー既往歴とその対応 

既往歴 

 

 

対応 

 

 

5 具体的な配慮と対応 

学

校

に

お

け

る

配

慮 

給食  

食物（材）を扱う活動・授業  

宿泊を伴う活動  

持参薬  

エピペン�の保管  

その他  

6 アレルギーを起こしたときの対応方法  

 

7 学校給食食物アレルギー対応レベル  

 

 

レベル１ 

（詳細な献立表対応） 

レベル２ 

（一部・完全弁当対応） 

レベル３ 

（除去食対応） 
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様式６ 

校内食物アレルギー対応委員会報告書 

作成者              

学校名/学年/学級 袖ケ浦市立     学校   年   組 

児童生徒氏名  

医師から除去を指示

されている食品 
  

児童生徒申請内容   

保護者面談年月日    年  月  日（   ） 

対応委員会開催日   年  月  日（  ） 

対応委員会出席者   

学校給食における学校としての意見・方針 

対応内容に 

ついての意見 

（該当箇所を☑してください） 

□レベル１ 詳細な献立表対応が妥当 

□レベル２ 弁当対応が妥当［ □一部 □完全（一食分）］ 

□レベル３ 除去食対応が妥当［ □卵 □乳 □卵乳 ］ 

□対応の解除が妥当 

給食で除去する食品  

保護者との除去献立

の確認方法 
 

学校における 

具体的な対応 
 

その他 

（校内の対応につい

て確認した内容等） 
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様式７        学校給食食物アレルギー対応者希望者一覧表 

（      ）学校 

 提出日：令和   年   月   日  

 
学年 

学級 
児童生徒名 面談予定日 

面談実施の有無 

（◯✕をつける） 

備考 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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様式８ 

袖 教 給 第    号 

    年  月  日 

 

学校給食食物アレルギー対応決定通知書 

                             

 

保護者名          様 

 

袖ケ浦市教育委員会  

 

 

    年  月  日付で申請のありました学校給食における食物アレルギー 

対応について、以下のとおり決定しましたので通知します。 

学校名 袖ケ浦市立        学校 学年・学級 年  組      

児童生徒 

氏名 

 性

別 
 生年月日     年  月  日 

対応開始日 

対応解除日 
年   月   日から 対応開始・対応解除 

決定事項 

                              

                              

                              

 

注意事項 

１ 学校生活管理指導表の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに学校までご連絡く

ださい。 

２ 食物アレルギー対応にあたり、栄養面で不足が生じる可能性があります。 

３ 微量混入（コンタミネーション）への対応はありません。 

４ この決定及び学校給食対応の内容は、必要に応じて市教育委員会、袖ケ浦市学校給

食食物アレルギー対応検討委員、学校の全教職員、消防署員に情報が共有されるこ

とがあります。 

５ 対応方法について改めて面談を実施する場合があります。 
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様式９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年
　
　
組
　
氏
名
　
　

3
　
代
替
食
を
持
参
す
る
場
合
は
、

「
代
替
食
の
有
無
」
欄
に
、
代
替
食
を
持
参
す
る
場
合
は
「
○
」
を
、
持
参
し
な
い
場
合
は
「
×
」
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

4
　

ど
ち

ら
か

に
〇

印
を
し
、

保
護

者
サ

イ
ン
を
お
願
い
し
ま
す
。

詳
細

献
立

を
確

認
し

、
全

て
食

べ
ら

れ
ま

す
。

保
護

者
詳

細
献

立
を

確
認

し
、

食
べ

ら
れ

な
い

献
立

が
あ

り
ま

す
。

サ
イ

ン

　
　
 
年
 
　

 月
度

ペ
ー
ジ

日 付
曜 日

喫
食

の
有

無

代
替

食
の

有
無

小 麦
そ ば

卵
乳

落 花 生

え び
か に

く る み

あ わ び

い か
い く ら

オ レ ン ジ

ｷ ｳ ｲ ﾌ ﾙ ｰﾂ

牛 肉
さ け

さ ば
大 豆

鶏 肉
豚 肉

ま つ た け

も も
や ま い も

り ん ご

ゼ ラ チ ン

バ ナ ナ

ご ま

ｶ ｼ ｭ ｰﾅ ｯ ﾂ

ｱ ｰﾓ ﾝ ド

備
考

献
立

名
・

料
理

名

   
   

  食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
用

詳
細

献
立

表

1
　
全
て
の
用
紙
に

児
童

生
徒

名
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

2
　
献
立
名
と
ア
レ
ル
ゲ
ン
を
確
認
し
、
「
喫
食
の
有
無
」
欄
に

喫
食

す
る

場
合

は
「

◯
」

、
配

膳
し

な
い

場
合

は
「

×
」
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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様式１０         

除去食献立表 

 

                     学校  年  組       さん 

日
付 

曜
日 

献立名 原因食物 
ランチボックスに 

入るもの 

家庭から持参

するものの例 
備考 
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様式１１ 

除去食献立表受渡し記録 

 

   学校  年  組        さん 

 学校給食センター 

確認した日付 
印 

保護者 

確認した日付 
印 

４月分     

５月分     

６月分     

７月分     

８、９月分     

１０月分     

１１月分     

１２月分     

１月分     

２月分     

３月分     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保護者様へ 

献 立 表 を 確 認 し た 日 付 と サ イ ン を ご 記 入 の 上 、 

こ ち ら の 用 紙 と 袋 を 学 校 に ご 返 却 く だ さ い 。 
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様式１２ 

配送食札 

 
/  （  ） 

学校  年  組 

 さん 

 除去 

ランチボックスに入っているもの 

 

 

 

 

家庭から持参するもの 

 

 

 

 

 

様式１３ 

除去食受渡し確認表 

 

      学校 

日・曜日 
原因

食物 

ランチボックス

のなかみ 
出欠 

年・

組 
氏名 

確認者 

調理員 

確認者 

配膳員 

確認者 

職員 

確認者 

児童生徒 

時間 氏名 時間 氏名 時間 氏名 時間 氏名 
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様式１４ 

面談日程連絡表 

◇新規の除去食希望者、継続の除去食対応者でこの１年の間に申請内容の変更や事故等※があっ

た児童生徒の面談には学校教育課担当者も出席します。 

※…アレルゲンの変更、除去食解除、校内で発症した、救急搬送された、除去食の取り間違いがあり喫食してしまった、など 

以下について面談の対応を希望します。（事前連絡済み） 

面 談 予 定 日 時  令和   年   月   日    時～   時 

児童生徒名（イニシャル）   年   組         新規 ・ 継続    

内 容 

１．除去食（ 卵 ・ 乳 ・ 卵乳 ） 

２．除去食以外（原因食物：             ） 

３．（継続の場合）変更や事故の有無（ 有 ・ 無 ） 

４．その他（                    ） 

 

面 談 予 定 日 時  令和   年   月   日    時～   時 

児童生徒名（イニシャル）   年   組         新規 ・ 継続    

内 容 

１．除去食（ 卵 ・ 乳 ・ 卵乳 ） 

２．除去食以外（原因食物：             ） 

３．（継続の場合）変更や事故の有無（ 有 ・ 無 ） 

４．その他（                    ） 

 

面 談 予 定 日 時  令和   年   月   日    時～   時 

児童生徒名（イニシャル）   年   組         新規 ・ 継続    

内 容 

１．除去食（ 卵 ・ 乳 ・ 卵乳 ） 

２．除去食以外（原因食物：             ） 

３．（継続の場合）変更や事故の有無（ 有 ・ 無 ） 

４．その他（                    ） 

送 信 年 月 日 年   月   日 

宛 先 学校給食センター  FAX：0438-62-5823 

学 校 名   

担 当 者   

※有の場合はその他に内容を記入 

※有の場合はその他に内容を記入 

※有の場合はその他に内容を記入 
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任意様式の例１ 

飲用牛乳喫食申込書 

 

令和 年  月  日 

住    所 

保護者 氏名 

児童生徒氏名 

 

下記の理由により、飲用牛乳の喫食を申し込みます。 

 

理由 
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任意様式の例２ 

飲用牛乳提供停止申込書 

 

令和 年  月  日 

住    所 

保護者 氏名 

児童生徒氏名 

 

下記の症状があり飲用牛乳の喫食ができないので、飲用牛

乳の提供停止を申し込みます。 

 

症状 

 

 

添付書類 
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